
第2112号（第3種郵便物認可）平成30年（2018年）7月15日

　

事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
に
お
け

る
飲
酒
運
転
事
故
件
数
（
図

１
・
２
）
は
、
平
成
24
年
ま

で
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
し

た
が
、
近
年
再
び
増
加
し
て

お
り
、
28
年
に
は
37
件
の
事

故
が
発
生
、
過
去
８
年
間
で

　

平
成
26
年
〜
29
年
に
発
生

し
た
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
が
第

１
当
事
者
と
な
る
飲
酒
運
転

事
故
を
、都
道
府
県
ご
と（
車

籍
地
別
）
に
み
る
と
、
大
阪

府
が
11
件
と
最
も
多
く
、
次

い
で
福
岡
県
の
９
件
、
東
京

都
、
兵
庫
県
の
各
８
件
、
北

最
悪
の
結
果
で
し
た
。
29
年

は
、
各
種
交
通
事
故
防
止
対

策
な
ど
が
功
を
奏
し
過
去
５

年
で
は
最
少
と
な
り
ま
し
た

が
、
さ
ら
な
る
取
り
組
み
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

海
道
の
７
件
と
な
っ
て
い
ま

す
（
図
１
）。

　

一
方
、秋
田
県
、山
形
県
、

山
梨
県
、新
潟
県
、福
井
県
、

滋
賀
県
、
和
歌
山
県
、
高
知

県
、
佐
賀
県
、
熊
本
県
、
沖

縄
県
の
11
県
で
は
ゼ
ロ
件
で

し
た
。

　

な
お
、
平
成
29
年
中
に
発

生
し
た
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
の

人
身
事
故
件
数
は
１
万
４
２

１
６
件
と
最
近
10
年
で
は
順

調
に
減
少
し
て
い
ま
す
が
、

「
ト
ラ
ッ
ク
事
業
に
お
け
る

総
合
安
全
プ
ラ
ン
２
０
２
０
」

で
定
め
た
「
２
０
２
０
年
ま

で
に
１
万
２
５
０
０
件
」
と
い

　

飲
酒
運
転
に
よ
る
事
故
が

発
生
す
る
と
、
ド
ラ
イ
バ
ー

に
は
懲
役
な
ど
の
厳
し
い
罰

則
（
図
４
）
が
科
せ
ら
れ
、

そ
の
結
果
、
解
雇
や
失
業
、

さ
ら
に
は
生
活
崩
壊
や
家
庭

崩
壊
を
招
く
ケ
ー
ス
も
決
し

て
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
運
送
事
業
者
に
与
え
る

影
響
も
非
常
に
大
き
く
（
図

５
）、
社
会
的
信
頼
性
失
墜

う
数
値
目
標
を
達
成
す
る
た

め
に
は
、
単
年
度
で
８
０
０

件
強
の
減
少
幅
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
死
者
数
に
関
し
て

も
一
昨
年
よ
り
９
人
増
加
し

て
お
り
（
図
３
）、
さ
ら
な
る

交
通
事
故
防
止
対
策
が
必
要

と
い
え
ま
す
。

に
よ
っ
て
経
営
破
た
ん
に
繋

が
る
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
ま
す
。

　

ド
ラ
イ
バ
ー
の
「
１
杯
ぐ

ら
い
な
ら
大
丈
夫
だ
ろ
う
」

と
い
う
ち
ょ
っ
と
し
た
気
の

緩
み
が
、
深
刻
な
事
態
を
引

き
起
こ
し
か
ね
な
い
飲
酒
運

転
。「
飲
酒
運
転
根
絶
」は
、

運
送
事
業
に
携
わ
る
者
全
て

の
責
務
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

運
送
事
業
者
は
、
乗
務
開

始
前
・
乗
務
終
了
後
の
点
呼

時
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器

を
使
用
し
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の

酒
気
帯
び
の
有
無
の
確
認
を

行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
（
図

６
）。

　

飲
酒
運
転
の
根
絶
の
た

め
、
全
ト
協
策
定
『
飲
酒
運

転
防
止
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
』

を
活
用
し
、
事
業
所
内
で
の

飲
酒
運
転
防
止
対
策
に
万
全

を
期
し
て
く
だ
さ
い
。

　
『
飲
酒
運
転
防
止
対
策
マ
ニ

ュ
ア
ル
』
は
全
ト
協
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能

で
す
。

　

死
亡
事
故
な
ど
の
重
大
事
故
に
直
結
す
る
「
飲
酒
運
転
」
が
、
い
ま
だ
に

あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
酒
酔
い
、
酒
気
帯
び
な
ど
の
飲
酒
運
転
は
き
わ
め
て

悪
質
・
危
険
な
犯
罪
行
為
で
あ
り
、
ド
ラ
イ
バ
ー
本
人
や
同
乗
者
等
が
厳
し

く
罰
せ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
万
一
事
故
を
起
こ
せ
ば
被
害
者
や
そ
の
家
族

の
人
生
を
大
き
く
狂
わ
せ
る
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。ま
た
、

事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
が
飲
酒
運
転
で
事
故
を
起
こ
し
、
飲
酒
運
転

防
止
へ
の
指
導
監
督
が
不
十
分
で
あ
っ
た
場
合
に
は
事
業
者
の
責
任
も
問
わ

れ
、事
業
停
止
や
車
両
使
用
停
止
な
ど
の
行
政
処
分
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、

社
会
的
信
用
も
失
墜
し
、経
営
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

飲
酒
運
転
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
意
識
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
事
業
者
と
し
て
点
呼
時
の
ア
ル
コ
ー
ル
チ
ェ
ッ
ク
の
徹
底
が
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
が
策
定
し
た
『
飲
酒
運
転
防

止
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
点
呼
時
に
お
け
る
ア
ル
コ

ー
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
励
行
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
の
正
し
い
運
用
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
近
年
の
飲
酒
運
転
事
故
の
発
生
状
況
と
と
も
に
、
点
呼
の
実

施
と
ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
の
使
用
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

0

50

100

150

200

250

20平成 21 22 23 24 25 26 27 28 29（年）

平成 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29（年）

（件）

426
383 398

364
死者数（人）

389

人身事故件数（件）

364
312

279
340

270

24,217

20,676

21,044

20,567
19,474

18,491
16,156

14,216

17,801

14,600

近年増加傾向に

200

300

400

500
（人）

10,000

15,000

20,000

25,000
（件）

図２ 事業用トラック飲酒運転及び事故件数の推移

図３ 事業用トラック人身事故及び死者数の推移
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図 1、2、3の出典：警察庁「交通事故統計」および（公財）交通事故総合分析センター「交通統計」

図4

飲酒運転を行い死傷事故を起こして危険
運転致死傷罪（注）が適用されると

（注）自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰
に関する法律第 2条の危険運転致死傷罪の場合

図5 飲酒運転に対する行政処分

※上記行政処分に加えて、事業者の指導監督義務違反や下命・容認等があった場合は、
下記の行政処分が行われます。
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、
東
京
、
兵
庫
、
北
海
道

飲
酒
運
転
に
は
厳
し
い
罰
則

飲酒運転の根絶に向けて!!

飲
酒
運
転
は
絶
対
に「
し
な
い
！
」「
さ
せ
な
い
！
」

「飲酒運転防止対策マニュアル」活用を

掲
示
用

出典：全日本トラック協会『飲酒運転防止対策マニュアル』

図6

〈参考〉
◎アルコール検知器備え義務違反
　▶検知器の備えなし（備えなしとは、ア
ルコール検知器が１器も備えられてい
ない場合をいう）

　　・初違反　  60日車
　　・再違反　120日車

〈参考〉
◎アルコール検知器の常時有効
　保持義務違反
　・常時有効保持義務違反とは、

①正常に作動しないアル
コール検知器により酒気
帯びの有無の確認を行っ
た場合に適用する。
②正常に作動しないアル
コール検知器であること
を理由に酒気帯びの有無
の確認を怠った場合に適
用する。

　　・初違反　  20日車
　　・再違反　  40日車
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